
半田市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、修学、疾病等の事由により、一時的に日常生活の支援を要する母子

家庭及び父子家庭並びに寡婦（以下「ひとり親家庭等」という。）に、その生活を支援す

る者（以下「家庭生活支援員」という。）を派遣等することにより、ひとり親家庭等の生

活の安定を図ることを目的とする。

（実施主体）

第２条 この事業の実施主体は半田市とし、事業の一部を母子・父子福祉団体、NPO 法

人、介護事業者等に委託することができる。

（対象者）

第３条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

（１） 技能取得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看

護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等

社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助及び子育て支援が必要

なひとり親家庭等

（２） 生活環境の激変により、日常生活を営むのに特に支障が生じているひとり親家

庭等

（３） 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育している母子家庭及び父子家庭であっ

て、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる場合等（所定内労働時間の就業によ

るときを除く。）に定期的に生活援助及び子育て支援が必要となるもの

（支援の種類及び内容）

第４条 この事業で行う支援の内容は、次のとおりとする。

（１） 生活援助 家事、介護その他の日常生活の支援

（２） 子育て支援 保育サービス及びこれに附帯する支援

（事業の実施場所）

第５条 この事業の実施場所は、次のとおりとする。

（１） 生活援助 被生活援助者の居宅

（２） 子育て支援 被生活援助者の居宅、家庭生活支援員の居宅、講習会等職業訓練を

受講している場所、児童館、母子生活支援施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適



切な場所

（家庭生活支援員の選定等）

第６条 家庭生活支援員は、次の要件を備えている者のうちから市長が選定するものとす

る。

（１） 生活援助を行う者 生活援助の実施に必要な資格として市長が認めた資格を有

する者又は生活援助の実施に必要な研修として市長が認めた研修を修了した者

（２） 子育て支援を行う者 愛知県知事が実施する別表第１に定める研修を修了した

者又は保育士資格を有する者。だたし、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第６条の３第１４項の子育て援助活動支援事業における援助を行う会員のうち、

「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施につい

て（平成２６年５月２９日付雇児発０５２９第１７号厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長通知）」において参考として示している講習カリキュラムの項目を全て受講

した者又は同通知において当該講習を修了した者とみなすこととされている者に

ついては、同表に定める研修と同等の研修を修了した者とする。

（派遣の申請及び決定）

第７条 家庭生活支援員の派遣を希望するひとり親家庭等は、半田市ひとり親家庭等日常

生活支援事業家庭生活支援員派遣申請書（様式第１）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに申請のあった家庭の状況等

を調査し、家庭生活支援員の派遣を決定したときは半田市ひとり親家庭等日常生活支援

事業家庭生活支援員派遣決定通知書（様式第２）により、派遣を却下したときは半田市

ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員派遣却下通知書（様式第３）により申

請をしたひとり親家庭等に通知するものとする。

（費用の負担）

第８条 家庭生活支援員の派遣等を受けたひとり親家庭等は、別表第２に定める基準によ

り派遣等に要した費用（以下「利用者負担額」という。）を負担するものとする。

２ 別表第２の利用世帯の区分の適用にあたり、利用者世帯のうち次のいずれかに該当す

る者については、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１１号に

規定する寡婦又は同項第１２号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得（１月か

ら５月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。）が同法第２９５条の規定

に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。



（１） 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、

扶養親族その他その者と生計を一にする子（前年の所得（地方税法第３１３条第１

項に規定する所得の合計額。以下同じ。）が所得税法（昭和２２年法律第２７号）

第８６条第１項の規定により控除される額（以下「基礎控除額」という。）以下で

ある子（他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。））

を有するもの（次号に掲げる者を除く。）

（２） 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が５００

万円以下であるもの

（３） 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、

その者と生計を一にする子（前年の所得が基礎控除額以下である子）を有し、前年

の所得が５００万円以下であるもの

３ 前項の規定により寡婦又は寡夫とみなした者（母又は父を除く。）であって、市町村

民税非課税として取り扱う者以外の者の前年の所得については、児童扶養手当法施行令

（昭和３６年政令第４０５号）第３条第１項並びに第４条第１項及び第２項（第３号に

規定する控除を除く。）の規定の例により計算した額から、前項第１号又は第３号に該

当する場合にあっては２７万円を、同項第２号に該当する場合にあっては３５万円を控

除した額とする。

４ 第２項各号のいずれかに該当する者は、半田市ひとり親家庭等日常生活支援事業寡婦

（夫）みなし適用申請書（様式第４）を提出するものとする。

（関係機関との連携）

第９条 この事業を実施するに当たっては、母子・父子自立支援員、福祉事務所、民生委

員、母子生活支援施設等他の関係機関と連携を図るとともに、この事業を委託している

団体等と連絡・調整を十分に行うこととする。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成１６年４月１４日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。



２ 第６条に規定する家庭生活支援員の選定については、母子家庭、寡婦及び父子家庭介

護人派遣事業の介護人として選定されていた場合（母子家庭等に限る。）、平成１７年度

までの間、家庭生活支援員として選定することができる。

附 則

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年６月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。





別表第１（第６条関係）

科目 学習方針 内  容 時間

児
童
の
発
達
と
遊
び

０歳から１０歳位までの児童の発達に関する

基本的事項を学ぶ。具体な例を検討することを通

じて、できるだけ実践的に容易に応用することが

可能な知識を学ぶ。

① 乳幼児期の発達 ３時間

② 学童期の発達 ３時間

③ 児童にとっての遊び ３時間

健
康
管
理
と
緊
急
対
応

０歳から１０歳位までの児童がかかりやすい

病気についてその特徴を学ぶ。その上で、体調不

良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こし

た場合などの際の応急措置などについて実技指

導を交えて学ぶ。さらに、健康管理という視点か

らみた食生活について学ぶ。

① 児童の病気 ３時間

② 緊急時の対応と応急

措置
３時間

③ 児童の成長と食生活 ３時間

見
学
学
習

保育所において、児童の様子を観察したり、保

育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞か

せ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にどの

ように関わっているのかについて見学する。

① 保育所見学 ３時間

子
育
て
支
援
の
状
況

子育て支援に関する公的制度や保育ビジネス

の現状、子育てに関する各種調査結果などについ

て学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んでき

たことを整理するとともに、 講習で学んできた

ことと保育所における見学実習で感じたことな

どを結びつけるような意見交換の機会を設ける

ことなどにより、学んだことが相互に関連しあう

よう配慮する。

① 現代の子育て事業 ３時間

② 研修全体のまとめ ３時間

合  計 ２７時間



別表第２（第８条関係）

家庭生活支援員派遣等費用負担基準

利用世帯の区分 

利用者の負担額（１時間あたり） 

生活援助 子育て支援 

生活保護世帯、 

市町村民税非課税世帯 
０円 ０円

児童扶養手当支給水準の世帯 １５０円 ７０円

上記以外の世帯 ３００円 １５０円

※子育て支援については、

 （１） 宿泊した場合の負担額は８時間分とし、児童１人の場合の負担額に０．５を乗

じて得た額とする。

 （２） 児童数に応じた負担額とし、２人以上の児童につき児童１人の場合の負担額に

０．５を乗じて 得た額を加算する。

 （３） １０円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。



（表面）

様式第１（第７条関係）

半田市ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員派遣申請書

年  月  日

半田市長 様

申請者氏名

家庭生活支援員の派遣について、下記のとおり申請します。

なお、戸籍情報、住民基本台帳情報及び児童扶養手当受給情報を半田市が調査すること

に同意します。

対

象

者

氏
ふり

  名
がな

生年

月日
年  月  日 

（個人番号）

住  所
〒   －    

電話番号

申請理由

支援の種類

及び内容

１ 生活援助

〔                  〕
２ 子育て支援

〔                  〕

派遣場所 申請者の居宅 ／ 家庭生活支援員の居宅 ／ その他（        ）

派遣期間

①    年  月  日（ ）   時  分から   時  分

②    年  月  日（ ）   時  分から   時  分

③    年  月  日（ ）   時  分から   時  分

④    年  月  日（ ）   時  分から   時  分

⑤    年  月  日（ ）   時  分から   時  分

合計    日間    時間（1時間未満切り捨て）



（裏面）

申請者と同一の世帯に属する者の氏名等について

①

氏
ふり

  名
がな

生年月日 年  月  日

（個人番号）

住  所
〒   －         □申請者と同じ

続柄

②

氏
ふり

  名
がな

生年月日 年  月  日

（個人番号）

住  所
〒   －         □申請者と同じ

続柄

③

氏
ふり

  名
がな

生年月日 年  月  日

（個人番号）

住  所
〒   －         □申請者と同じ

続柄

④

氏
ふり

  名
がな

生年月日 年  月  日

（個人番号）

住  所
〒   －         □申請者と同じ

続柄

⑤

氏
ふり

  名
がな

生年月日 年  月  日

（個人番号）

住  所
〒   －         □申請者と同じ

続柄

備考



様式第２（第７条関係）

半田市ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員派遣決定通知書

 年  月  日

       様

                          半田市長 榊 原 純 夫

年  月  日付けで申請のありました家庭生活支援員の派遣について、下記のとおり

決定しましたので通知します。

対

象

者

氏  名
生年

月日
年  月  日

住  所
〒   －    

電話番号

支援の種類

及び内容

派遣場所

派遣期間

利用者

負担額
           円（１時間当たり）



様式第３（第７条関係）

半田市ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員派遣却下通知書

 年  月  日

       様

                          半田市長 榊 原 純 夫

年  月  日付けで申請のありました家庭生活支援員の派遣について、下記の理由に

より却下することに決定しましたので通知します。

却下の理由 



様式第４（第８条関係）

半田市ひとり親家庭等日常生活支援事業寡婦（夫）みなし適用申請書

 年  月  日

半田市長 様

申請者氏名

                      子 の 氏 名

                      住 所  

ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用にあたり、当該事業の費用負担の算定に関して、

寡婦又は寡夫のみなし適用を受けたいので、下記のとおり申請します。

なお、戸籍情報、住民基本台帳情報及び児童扶養手当受給情報を半田市が調査すること

に同意します。

【寡婦又は寡夫とみなされる者として該当する番号をチェックしてください】

□ ① 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、

扶養親族その他その者と生計を一にする子（前年の所得が基礎控除額以下である子）

を有するもの

□ ② ①に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が 500 万円以

下であるもの

□ ③ 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、そ

の者と生計を一にする子（前年の所得が基礎控除額以下である子）を有し、前年の所

得が 500 万円以下であるもの

（注１） 「前年の所得」とは、地方税法第 313 条第１項に規定する所得（総所得金額、退職所得金額及び山

林所得金額）の合計額となります。また、本事業の利用日が１月から５月の場合は、前々年の所得と

なります。

（注２） 「基礎控除額」とは、所得税法第 86 条第１項の規定により控除される額（38 万円）となります。

【添付書類】

（１）申請者及び子の戸籍全部事項証明書

（２）その他市長が必要と認めるもの


